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「ミームコイン NFT」の毎年付与に伴う株主優待制度の拡充に関するお知らせ 
 

当社は、株主の皆様の日ごろのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資魅力を高め、より多

くの株主の皆様に中長期的に当社株式を保有していただくことを目的として、本日開催の取締役会に

おいて、「ミームコイン NFT」の毎年付与に伴う株主優待制度を拡充することを決議いたしましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株主優待制度拡充の理由 

当社では、すでに株主優待制度を導入しておりますが、より日本国内外の多くの株主様に対する利

益還元と、株主優待のバランスなどを総合的に勘案し、これまで「ミームコイン NFT （ノン・ファンジ

ブル・トークン:代替不可能なトークン）」付与に伴う株主優待制度の拡充を検討してきましたが、正

式に本日付で拡充することを決定いたしました。 

 

ミームコインとは、インターネット上のミーム*をモチーフにした仮想通貨の総称を指します。昨今、

暗号資産をインフレのヘッジ資産として購入する上場企業も増えてきておりますが、エンターテイメ

ントと WEB3.0 の融合を新規事業と据える当社において、インターネットや SNS 上で話題となった事象

（ミーム）を暗号資産化したエコシステムは親和性が高いと考えております。 

 

当社では、ミームコインを楽しむコミュニティのメンバーシップ NFT として、「ミームコイン NFT」

を株主優待制度に組み入れ、当社株主様がミームコインにまつわる国内外(ドバイ、韓国、シンガポー

ル、米国)のエコシステムを楽しんで頂くことを目的としております。 

 
※ミーム：SNS や Web サイトなどを通して拡散され、話題となった文章や画像・動画などのコンテンツそのものや、そ

のコンテンツが拡散・改変される現象を指します。 

 

 

２．株主優待制度拡充の内容 

（１）2025年３月 31日現在の株主名簿に記載された当社株式 10,000株以上を保有する株主様を対象

者としております。 

 

 

  

 

 

 

    

※別紙：【GFA株式会社】「ミームコイン NFT」付与による株主優待もご参考まで 
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（２）付与します「ミームコイン NFT」については、「NYANMARU Coin（$NYAN）」NFTあるいは

「OKAMIコイン（OKM）」NFTを２種類のうち、どちらか一方の NFTを選んでいただきます。 

 

（３）下記保有株式数①～⑤に応じて、「ミームコイン NFT」を付与します。 

「NYANMARU Coin（$NYAN）」あるいは「OKAMIコイン（OKM）」の NFTのうち、どちらか選択 

保有株式数 付与する「ミームコイン NFT」 

①10,000株～29,999株 「ミームコイン NFT」/１枚 

②30,000株～49,999株 「ミームコイン NFT」/３枚 

③50,000株～69,999株 「ミームコイン NFT」/５枚 

④70,000株～99,999株 「ミームコイン NFT」/７枚 

⑤100,000株以上 「ミームコイン NFT」/10枚 

 

例として、保有株式①10,000株～29,999株をお持ちの株主様には「ミームコイン NFT」を１枚、②

30,000株～49,999株をお持ちの株主様には、「ミームコイン NFT」を３枚付与する形で５段階分けし

ており、⑤100,000株以上をお持ちの株主様には、「ミームコイン NFT」を 10枚付いたします。 

 

なお、②30,000株以上をお持ちの株主様については、ご希望があれば「NYANMARU Coin（$NYAN）」

NFTと「OKAMIコイン（OKM）」NFTの２種類を組み合わせて付与させていただくことも可能です。 

 

（４）本件の株主優待制度拡充後も現状の株主優待制度の内容に変更はございません。 

 

 

３．実施時期 

（１）「ミームコイン NFT」付与対象となる株主様に対して、「郵送で申し込みの手続き等を含めたお

知らせ」を当社から送付いたします。（2025年５月下旬～６月上旬予定） 

 

（２）上記優待対象となる株主様からは、BEP20の規格に対応した※暗号資産ウォレットのアドレスを

当社宛にご送付いただきます。当社は、お預かりした暗号資産ウォレットの株主様アドレスに

対して、定められた優待受渡日に、一括して「ミームコイン NFT」をご送付させていただく方法

です。 

 

※なお、「ミームコイン NFT」を受け取るための暗号資産ウォレットに関しては、ご自身で手配して

いただく必要があります。 

 

※資金決済法第２条 15項に抵触することを防ぐため、当社がウォレットの開設等の行為を手伝うこ

とはできません。お問い合わせいただいても対応できかねますので必ずご自身でウォレットの作

成ご準備をお願いします。 

 

 

（３）配布まで手続きの詳細は、対象者（2025年３月時点で株主名簿への掲載が確認された方）への

郵送書類においてご説明いたしますので、郵送物が届くようにご自身で保有される証券会社様

への登録住所につきまして、事前にご確認ください。 

 

（４）配布の際には、 

・「ミームコイン NFT」を受け取るウォレット（ご自身で作成） 

・招集通知に記載のある株主番号（招集通知は６月初旬ごろに送達見込み）、が必要になります。 

 

 

   以 上 



NYANMARU Coin(＄NYAN) OKAMIコイン(OKM)

株主様がミームコインにまつわる国内外
（ドバイ、韓国、シンガポール、米国）の

エコシステムを楽しんで頂くことを目的と
しております！

https://nyanmarucoin.com
https://okami.org
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